
入
唐
前
の
空
海

牧

伸

行

一

延
暦
二
十
三
年

(八
〇
三
)
に
派
遣
さ
れ
た
藤
原
葛
野
麻
呂
を
大
使
と
す
る
遣
唐
使

の

一
行
に
随
行
し
て
、
最

澄
と
空
海
と
い
う
平

安
時
代
初
期
の
仏
教
界
を
代
表
す
る
二
人
の
僧
侶
が
入
唐
を
果
た
し
て
い
る
。
同
時
に
入
唐
し
た
と
は
い
え
、
最

澄
が
入
唐
請
益
僧
と

し

て
朝
廷
及
び
仏
教
界
の
期
待
を
受
け
て
い
た
の
に
対
し
て
、
空
海

は
当
時
未
だ
無
名

の

一
留
学
僧
に
過
ぎ
ず
、

入
唐
に
際
し
て
両
者

の
資
格
は
全
く
異
な

っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
最
澄
が
十
五
歳
得
度

・
二
十
歳
受
戒
を
経

て
、
官
僧
と
し
て

『法
華
経
』
研
鑽

の
末

に
天
台
宗
相
伝
の
た
め
の
入
唐
で
あ

っ
た
の
に
比

べ
て
、
空
海
は
大
学
に
入
学
し
て
官
人
と
し
て
の
出
身
を
目
指

し
て
い
た
と
い
う
経

歴

か
ら
す
る
と
大
幅
な
方
向
転
換
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
空
海
の
入
唐
ま
で
の
経
歴
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多

い
が
、
「十
五
歳
で
上
京
し
、
外
舅
阿

刀
宿
禰
大
足

に
つ
い

て
漢
学
を
学
び
、
十
八
歳

で
大
学
明
経
科
に
入
学
し
た
。
あ
る
時
、

一
沙
門

か
ら
虚
空
蔵
求
聞
持
法
を
授
け
ら
れ
、
(中
略
)
大
学
を

辞

し
て
山
林
修
行
を
行

っ
た
。
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)
『聾
瞽
指
帰
』
(
の
ち

『三
教
指
帰
』
と
改
題
)
を
著
し

て

(中
略
)
仏
教

へ

　ユ
　

の
出
家
を
宣
言
し
た
」
と
い
う
理
解
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
空
海
の
著
書

で
あ
る

『三
教
指
帰
』
の
序
文
に
、

文
之
起
必
有
由
。
天
朗
則
垂
象
。
人
感
則
含
筆
。
是
故
鱗
卦
聴
篇
。
周
詩
楚
賦
。
動
乎
中
。
書
于
紙
。
雖
云
凡
聖
殊
貫
。
古
今
異

時
。
人
之
冩
憤
。
何
不
言
志
。
余
年
志
學
。
就
外
氏
阿
二
千
石
文
學
舅
。
伏
膺
鑽
仰
。
二
九
遊
聽
槐
市
。
拉

雪
螢
於
猶
怠
。
怒
繩

入
唐
前
の
空
海

九
三



九
四

錐
之
不
勤
。
爰
有

一
沙
門
。
呈
余
盧
空
藏
聞
持
法
。
其
經
説
。
若
人
依
法
。
誦
此
眞
言

一
百
萬
遍
。
即

一
切
經
教
法
文
義
暗
記
。

於
焉
。
信
大
聖
之
誠
言
。
望
飛
餤
於
鑽
燧
。
躋
攀
阿
國
大
瀧
嶽
。
勤
念
土
州
室
戸
崎
。
谷
不
惜
響
。
明
星
來
影
。
遂
乃
。
朝
市
榮

華
。
念
念
厭
之
。
巖
藪
煙
霞
。
日
夕
飢
之
。
看
輕
肥
流
水
。
則
電
幻
之
歎
忽
起
。
見
支
離
懸
鶉
。
則
因
果
之
哀
不
休
。
觸
目
勤
我
。

誰
能
係
風
。
爰
有

一
多
親
識
。
縛
我
以
五
常
索
。
斷
我
以
乖
忠
孝
。
余
思
。
物
情
不

一
。
飛
沈
異
性
。
是
故
。
聖
者
驅
人
。
教
網

三
種
。
所
謂
。
釋
李
孔
也
。
雖
淺
深
有
隔
。
竝
皆
聖
説
。
若
入

一
羅
。
何
乖
忠
孝
。
復
有

一
表
甥
。
性
則
很
戻
。
鷹
犬
酒
色
。
畫

夜
爲
樂
。
博
戲
遊
侠
。
以
爲
常
時
。
顧
其
習
性
。
陶
染
所
致
也
。
彼
此
兩
事
。
毎
日
起
予
。
所
以
請
龜
毛
。

以
爲
儒
客
。
要
冤
角
。

而
作
主
人
。
邀
盧
亡
士
。
張
入
道
旨
。
屈
假
名
兒
。
示
出
世
趣
。
倶
陳
楯
戟
。
竝
箴
蛭
公
。
勒
成
三
巻
。
名

日
三
教
指
歸
。
唯
寫

憤
懣
之
逸
氣
。
誰
望
他
家
之
披
覽
。

于
時
延
暦
十
六
年
臘
月
之

一
日
也
。

と
あ
り
、
こ
の
記
載
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
三
教
指
帰
』
に
は
同
じ
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)

十
二
月

一
日
の
日
付

を
持

つ

『聾
瞽
指
帰
』

の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
『聾
瞽
指
帰
』
は

『三
教
指
帰
』
と
は
序
文
と
、
巻
末

の

「十
韻
之
詩
」
等
が

異
な

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
右

に
挙
げ
た
よ
う
な
記
載
は
み
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
最
近

『
三
教
指
帰
』
の
偽
撰
説
が
呈
さ
れ
る
な
ど
問

　
　
　

題
が
生
じ
て
い
る
。

　ヨ
　

『
三
教
指
帰
』
が
仮

に
後
世

の
偽
作
で
あ
る
と
し
て
も
、
『三
教
指
帰
』
が
引
用
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

『続
日
本
後
紀
』
承
和

二
年

(八
三
五
)
三
月
庚
午

(廿
五
日
)
条

に
は
以
下

の
よ
ヶ
に
記
さ
れ
て
い
る
。

庚
午
。
勅
遣
下
二
内
舍
人

一
人

一。
弔
二
法
師
喪

一。
并
施
中
喪
料
上
。
後
太
上
天
皇
有
二
弔
書
日
一。
眞
言
洪
匠

。
密
教
宗
師
。
邦
家

憑
二
其
護
持

一。
動
植
荷
二
其
攝
念

一。
豈
圖
崎
磁
未
レ
逼
。
無
常
遽
侵
。
仁
舟
廢
レ
棹
。
弱
喪
失

レ歸
。
嗟
呼
哀
哉
。
禪
關
僻
在
。

凶
聞
晩
傳
。
不
レ
能
三
使
者
奔
赴
相
二
助
茶
毘

一。
言
之
爲
レ
恨
。
悵
悼
曷
已
。
思
二
忖
舊
窟

一。
悲
凉
可
レ
料
。
今
者
遥
寄
二
單
書

一

弔
レ
之
。
著
録
弟
子
。
入
室
桑
門
。
悽
愴
奈
何
。
兼
以
達
レ
旨
。
法
師
者
。
讃
岐
國
多
度
郡
人
。
俗
姓
佐
伯
直
。
年
十
五
就
二
舅
從



五
位
下
阿
刀
宿
祢
大
足

一。
讀
二
習
文
書

一。
十
八
遊
二
學
槐
市

一。
時
有
二
一
沙
門
}。
呈
二
示
虚
空
藏
聞
持

法

一。
其
經
説
。
若
人

依
レ
法
。
讀
二
此
眞
言

一
百
万
遍

一。
乃
得
二
一
切
教
法
文
義
諳
記

一。
於
レ
是
信
二
大
聖
之
誠
言

一。
望
二
飛
焔
於
鑽
燧

一。
攀
二
躋
阿

波
國
大
瀧
之
嶽

一。
觀
二
念
土
左
國
室
戸
之
崎

一。
幽
谷
應
レ
聲
。
明
星
來
レ
影
。
自
レ
此
慧
解
日
新
。
下
レ筆

成
レ
文
。
世
傳
。
三
教

論
。
是
信
宿
間
所
レ
撰
也
。
在
二
於
書
法

一。
最
得
二
其
妙

一。
與
二
張
芝

一齊
レ
名
。
見
レ
稱
二
草
聖

一。
年
卅

一
得
度
。
延
暦
廿
三
年

入
唐
留
學
。
遇
二
青
龍
寺
惠
果
和
尚

一。
禀
二
學
眞
言

一。
其
宗
旨
義
味
莫
レ
不
二
該
通

一。
遂
懷
二
法
寳

一。
歸
二
來
本
朝

[。
啓
二
秘

密
之
門

一。
弘
二
大
日
之
化

一。
天
長
元
年
任
二
少
僧
都

一。
七
年
轉
二
大
僧
都

一。
自
有
二
終
焉
之
志

一。
隱
二
居
紀
伊
國
金
剛
峯
寺

一。

化
去
之
時
年
六
十
三
。

　ユ

こ
れ
は
、
同
年
三
月
丙
寅

(廿

一
日
)
条
の
空
海
卒
去
記
事
に
続
い
て
あ
る
も
の
で
、
後
太
上
天
皇

(淳
和
太

上
天
皇
)
の
弔
書

に
続

い
て
空
海
の
卒
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
。
入
唐
ま
で
の
経
歴
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
の
記
載
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の

『続
日
本
後
紀
』
は

六
国
史

の

一
つ
と
し
て
空
海
卒
去
後
三
十
四
年
目

に
当
た
る
貞
観
十
八
年

(八
六
九
)
八
月
に
完
成
し
て
お
り
、
数
あ
る
空
海
伝

の
中

で
も
最
も
早
く
成
立
し
た
も

の
の

一
つ
で
あ
り
、
そ
の
信
頼
度
は
高
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
十
五
歳

に
阿
刀
大
足

へ
の
就
学
と
い
う

こ
と
と
十
八
歳
で
の
大
学
入
学
、
及
び
そ
の
後
の
虚
空
蔵
求
聞
持
法
受
法
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
十

五
歳

で
の
入
京
や
大
学

を
辞
し
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

空
海
が

「
一
沙
門
」
と
出
会

っ
て

「虚
空
蔵
求
聞
持
法
」
を
受
法
し
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
信
頼
で
き
る
史
料
に
記
述
が
み

え
、
ほ
ぼ
事
実
と
考
え
て
差
し
支
え
は
な
い
。
こ
の
出
会

い
が
、
空
海
に
僧
侶
と
し
て
の
道
を
歩
ま
せ
る
重
要
な
転
機

で
あ

っ
た
と
考

え

て
差
し
支
え
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
空
海
が
大
学
を
辞
し
て
山
林
修
行
の

一
優
婆
塞
と
し
て
再
出
発
し
た
と
い
う
の
は
、
信

頼

性
に
欠
け
る
史
料
で
あ
る

『御
遺
告
』
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ

い
て
作
成

さ
れ
た
多
く
の
空
海
伝

に
よ

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ

で
あ
り
、
再
考
を
行

い
た

い
。

入
唐
前
の
空
海

九
五



九
六

二

空
海
の
出
自
等
に
つ
い
て
、
卒
伝
に

「讃
岐
國
多
度
郡
人
。
俗
世
佐
伯
直
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
讃
岐
国
多
度
郡
出
身

で
あ
り
、
佐

　こ

伯
直
氏
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に

『日
本
三
代
実
録
』
貞
観
三
年

(八
六

一
)
十

一
月
十

一
日
辛
巳
条
に
よ
る
と

「讃
岐
國
多
度
郡
故
佐
伯
直
田
公
」
に
つ
い
て

「
田
公
是
大
僧
正
父
也
」
あ
り
、
父
は
佐
伯
田
公
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
、

　　
　

延
暦
二
十
四
年

(八
〇
五
)
九
月
十

一
日
付
太
政
官
符
案
に
は

「讃
岐
國
多
度
郡
方
田
郷
戸
主
正
六
位
上
佐
伯
直
道
長
戸
口
眞
魚
」
と

　ヱ

あ
り
、
国
郡
名
の
み
な
ら
ず
郷
名
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
戸
主
と
し
て
は
佐
伯
道
長
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、

『
日
本
三
代
実
録
』
と

は
異
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
『伴
氏
系
図
』
で
は

「
田
公
-
道

長
-
空
海
」
と
な

っ
て
お
り
、
空
海
か
ら
み
て
田
公
は
祖
父
で
あ
り
、

父

は
道
長
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

従

っ
て
、
空
海
の
父
と
し
て
は
田
公
と
道
長
と
い
う
二
人
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
う
ち

『伴
氏
系
図
』
の
讃
岐
佐
伯
直
氏
の
系
譜

に

つ
い
て
は
、
史
料
と
し
て
の
信
憑
性
に
は
疑
問
が
持
た
れ
て
お
り
、
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
太
政
官
符
案
に
つ
い
て

も
、
道
長
は
空
海
の
所
属
す
る
戸

の
戸
主
で
あ

っ
た
に
過
ぎ
ず
、
同
様
の
こ
と
は
最
澄
の
場
合
に
も
存
在
す
る
。
最
澄
の
場
合
、
宝
亀

　さ

す
　

十

一
年

(七
八
〇
)
十

一
月
十
日
付
の

「近
江
国
府
牒
」
や
延
暦
二
年

(七
八
三
)
正
月
二
十
日
付
の

「度
牒
案
」
に

「戸
主
正
八
位

下

三
津
首
淨
足
戸
口
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
伝
記
類

で
は
父
が
三
津
首
百
枝
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
戸
主
が
父
で
あ
る
と

い
う
後
世
の
観
念
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
空
海
の
場
合
も
父
は
田
公
で
あ

っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
は
な

い
。

と
こ
ろ
で
、
空
海
は
十
五
歳

の
時
に
母
方

の
叔
父
で
あ
る
阿
刀
大
足
に
就

い
て
学
ん
だ
こ
と
は
、
空
海

の
著
書

で
あ
る

『文
鏡
秘
府

論
』
の
序
文
に

「貧
道
幼
就
表
舅
頗
學
藻
麗
。
長
入
西
秦
粗
聽
餘
論
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
問
題
と

な

る
こ
と
は
、
空
海
が
国
学
に
入
学
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
古
代
令
制
下
に
お
け
る
教
育
機
関
と
し
て
は
、
中
央
に
は
大
学
が
、
諸
国
に
は
国
学
が
設
置
さ
れ
て
官
吏
養
成
が
行
わ



　り
　

れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
讃
岐
国

に
も
国
学
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
学
令
大
学
生
条
に
定
め
ら
れ
た
就
学
規
定
に

は
以
下

の
よ
う
に
あ
る
。

凡
大
學
生
。
取
二
五
位
以
上
子
孫
。
及
東
西
史
部
子
一爲
之
。
若
八
位
以
上
子
。
情
願
者
聽
。
國
學
生
。
取
二
郡
司
子
弟

一爲
之
。

大
學
生
式
部
補
。
國
學
生
國
司
補
。
並
取
二
十
三
以
上
十
六
以
下
聰
令
者

一爲
之
。

こ

こ
に
は
、
大
学
生
及
び
国
学
生

に
関
す
る
規
定
が
あ
る
が
、
両
者
に
共
通
す
る
項
目
と
し
て
年
齢
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
空
海

の
十
五
歳
と
い
う
年
齢
に
関
し
て
は
国
学

へ
の
入
学
に
関
し
て
何
ら
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。
従

っ
て
、
年
齢

か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、

国
学

へ
入
学
し
た
可
能
性
が
高
く
、
阿
刀
大
足
は
国
博
士
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
大
足
が
伊
予
親
王
の
侍
講
で
あ

っ
た
と
い
う
経
歴
か
ら
考
え
る
と
、
都

に
居
住
し
て
い
た
可
能
性

も
あ
り
、
空
海
は
国
学

に
は
入
学
せ
ず

に
上
京
し
た
可
能
性
も
存
在
す
る
。
こ
の
十
五
歳
で
上
京
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
『御
遺
告
』
に
あ
る

「
及
于
生
十
五

入
京
」
と
い
う
記
述
と
合
致
す
る
が
、

『御
遺
告
』
で
は
学
問
を
始
め
た
の
が
十
五
歳
以
前

に
な

っ
て
お
り
、
十

五
歳
の
上
京
時

に
は

大
安
寺
勤
操
か
ら
の

「虚
空
蔵
求
聞
持
法
」
受
法

の
年
と
な

っ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
む
し

ろ
、
後
に
大
学

に
入
学
し
て
い
る
と
い
う
経
歴
か
ら
考
え
る
と
、
国
学
に
入
学
し
て
い
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
問
題
と
な
る
こ
と
に
、
国
学

へ
の
入
学
資
格
が
空
海

に
は
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
空
海
の
生
家

で
あ

る
佐
伯
直
氏
は
、
旧
讃
岐
国
造
で
あ

っ
た
こ
と
が
先
の

『日
本
三
代
実
録
』

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
通
説

で
は
代
々
郡
の
役
人

を
勤
め
た
家
柄
で
あ
り
、
田
公
自
身
は
郡
の
少
領
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
『日
本
三
代
実
録
』
に
は
田
公

の
位
階
は
記
さ
れ

て
は
お
ら
ず
、
同
じ
故
人
で
あ

っ
て
も
田
公
の
子
供
達
に
は
位
階
が
詑
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
無
位
無
官
で
あ

っ
た
可
能
性

が
高

い
。
こ
の
こ
と
は
、
選
叙
令
郡
司
条

に
、

凡
郡
司
。
取
下
性
識
清
廉
堪
二
時
務

一者
上
。
爲
二
大
領
少
領

一。
強
幹
聰
敏

工
二
書
計

一者
。
爲
二
主
政
主
帳

一。
其
大
領
外
從

八
位

上
。
少
領
外
從
八
位
下
敍
之
。
其
大
領
少
領
才
用
同
者
先
取
二
國
造

一。

入
唐
前
の
空
海

九
七



九
八

と
あ
り
、
本
来
田
公
が
少
領
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
例
え
低
く
と
も
外
従
八
位
下
と
い
う
官
位
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
ま
た
、

例

え
主
政

・
主
帳
で
あ

っ
た
と
し
て
も
考
課
を
経
た
な
ら
ば
何
ら
か
の
位
階
を
与
え
ら
れ
て
い
た
は
ず

で
あ
り
無
位
無
官
で
あ

っ
た
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
田
公
に
関
し
て
は
無
位
無
官
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
国
学
の
入
学
規
定
で
あ
る

「
郡
司
子
弟
」
、と
矛

盾

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
『令
義
解
』
学
令
大
学
生
条
の
子
弟
に
冠
す
る
註
に
は

「謂
。
子
孫
弟
姪
之
屬
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
空

海

が
所
属
す
る
戸

の
戸
主
で
あ
る
佐
伯
直
道
長
が
正
六
位
上
と
い
う
位
階
を
有
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
官
職
に
就

い
て
い
た
と
考
え
る

な

ら
ば
、
空
海
の
場
合
も
郡
司
の
子
弟
と
し
て
国
学

に
入
学
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
空
海
が
大
学

に
入
学
し
た
の
は
十
八
歳
と

い
う

こ
と
で
あ
り
、
就
学
規
定

で
定
め
ら
れ
て
い
る
年
齢

に
は
合
致
し
な
い
。

ま
た
、
下
級
官
人
で
あ

っ
て
も
八
位
以
上
の
子
弟
で
あ
れ
ぼ
情
願
に
よ

っ
て
入
学
は
可
能
で
あ

っ
た
が
、
『令
集
解
』
学
令
大
学
生
条

の
註

に
は

「問
。
八
位
以
上
子
。
情
願
任
者
聽
。
畿
内
外
同
不
。
答
。
畿
外
不
取
。
又
外
六
位
以
下
不
取
也
。
但

並
得
任
國
學
生
耳
」

と
あ
り
、
畿
外
で
あ
る
讃
岐
国
出
身
の
空
海
が
情
願
に
よ
る
方
法
で
大
学

へ
入
学
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
令

の
規
定
に
は
反
し

て

い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
矛
盾
に
対
し
て
は
、
「当
時

の
学
制
に
何
ら
か
の
変
更
が
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
」
と

い
う
よ
う
な
見

　
ロ
　

解
、
あ
る
い
は
伊
予
親
王
の
侍
講
で
あ

っ
た
叔
父
阿
刀
大
足
等

の
力
で
入
学
で
き
た
と
い
う
よ
う
な
、
例
外
的
な
措
置
と
し
て
入
学
し

　ね
　

た
と
い
う
見
解
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、
令

の
規
定
が
そ
う
都
合
よ
く
変
更
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
、
阿
刀
大
足
が
侍
講
と
な

っ
た
時

期
も
明
ら
か
で
は
な

　ほ
　

く
、
仮
に
既
に
伊
予
親
王
の
侍
講
で
あ

っ
た
と
し
て
も
元
服
前

の
親
王
の
侍
講
に
果
た
し
て
そ
れ
程
の
力
が
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
は
甚

だ

疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
、
学
令
通
二
経
条
に
は
、

凡
學
生
通
二
二
經
以
上

一求
二
出
仕

一者
。
聽
二
擧
送

一。
其
應
レ
擧
者
。
試
二
間
大
義
十
條

一。
得
二
八
以
上
一。

送
二
太
政
官

一。
若
國

學
生
雖
レ
通
三

一經

一。
猶
情
願
レ
學
者
。
申
二
送
式
部

一。
考
練
得
レ
第
者
。
進
補
二
大
學
生

一。

と
あ
り
、
国
学
か
ら
大
学

へ
と
進
む
道
も
開
か
れ
て
お
り
、

こ
の
コ
ー
ス
を
辿

っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
成
績



に

つ
い
て
学
令
先
読
経
文
条

に

「頻
三
下
。
及
在
學
九
年
。
不
堪
貢
擧
者
。
並
解
退
」
と
あ
り
、
大
学
規
定
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の

「頻
三
下
」

に
つ
い
て
、
『令
義
解
』
に

「謂
。
三
年
頻
下
也
」
と
あ
り
、
三
年
と
い
う

の
が

一
つ
の
基
準
と
な

っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
、
十
五
歳

で
国
学
に
入
学
し
た
空
海
は
、
基
準
で
あ
る
三
年
あ
る
い
は
四
年
で
二
経
以
上
に
通
じ
、
そ
し
て
考
練
得
第
し
て
十
八

歳

の
時
に
大
学

に
入
学
し
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三

大
学
入
学
後

の
空
海
に
つ
い
て
は

一
般
に
、
「
一
沙
門
」
と
出
会

い
大
学
を
辞
し
、
「虚
空
蔵
求
聞
持
法
」
を
修

す
る
こ
と
で
仏
教

に

傾

倒
し
、
そ
し
て
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)
に

『聾
瞽
指
帰
』
を
著
し
て
出
家
宣
言
を
行

い
、
さ
ら
に
仏
道
修
業

に
専
念
し
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
卒
伝

に
お
け
る
記
述
で
そ
の
時
間
経
過
は
大
学
入
学
の
記
事
に
続

い
て
、
「
一
沙
門
」
と
の
出
会

い

が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
山
林
修
行
を
経
て

「
三
教
論
」
執
筆

に
至

っ
た
と
い
う
経
過

で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
大
学
を
辞
し

た
と
い
う
事
実

に
関
し
て
は
何
ら
触
れ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
普
通
い
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
二

・
三
年
で
退
学
し

た
と
い
う
こ
と
を
導
き

出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

『聾
瞽
指
帰
』
を
著
し
た
時
点
で
の
空
海
の
学
識
を
考
え
た
場
合
、
大
学
を
途
中
で
辞
し
た
と
考
え
る
よ
り

も
、
む
し
ろ
卒
業
し
て

い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吉
備
真
備
が
入
唐
前
に
從
八
位
下
を
授
位
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
そ
の
出
身

に
つ
い
て
の
考
察
が
野

村

忠
夫
氏
に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
下
級
武
官
下
道
朝
臣
国
勝

の
子
で
あ
る
真
備
は
、
情
願

に
よ

っ
て
十
五
歳
前

後

で
大
学
に
入
学
し
、
六

・
七
年
を
経

て
貢
試
、
そ
の
結
果

「
進
士
甲
第
」
と
い
う
成
績
を
納
め
て
、
養
老
選
叙
令
秀
才
出
身
条

に
よ

っ
て
従
八
位
下
を
授
位
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
入
唐
留
学
生
に
選
ば
れ
た
、
こ
う
い
う
大
学
寮
出
身

コ
ー
ス
を
歩

ん
だ
と
推
測
し
て
お
ら

　ぬ
　

れ

る

。

入
唐
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海
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一
〇
〇

そ
う
す
る
と
、
六

・
七
年
と
い
う
年
数
は
、

一
般

に
大
学
生
が
大
学
を
卒
業
す
る
の
に
要
し
た
年
数
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
こ
の
年
数
は
空
海
が
大
学
に
入
学
し
、
そ
の
後
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)
ま
で
の
消
息

の
詳
ら
か
で
な

い
空
白

の
期
間
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
学
令
先
読
経
文
条

に
は

「其
從
レ
國
向
二
大
學

一者
。
年
數
通
計
」
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
延
暦
十
六

年

(七
九
七
)
は
十
五
歳
で
国
学
に
入
学
し
た
空
海

に
と

っ
て
十
年
目
に
当
た
り
、
既
に
就
学
年
限
の
九
年
は
終
わ

っ
て
お
り
、
時
期

的

に
は
卒
業
し
て
い
た
と
い
え
る
。

空
海
が
大
学

に
お
い
て
ど

の
課
程

に
属
し
て
い
た
か
、
空
海
自
身
は
何
も
述

べ
て
は
お
ら
ず
、
卒
伝

に
も
何

ら
記
述
は
な

い
が
、

『空
海
僧
都
伝
』

に
は
、

入
京
時
遊
大
學
。
就
直
講
味
酒
淨
成
。
讀
毛
詩
尚
書
。
問
左
氏
春
秋
於
岡
田
博
士
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る

「直
講
味
酒
淨
成
」
と

「
岡
田
博
士
」

の
内
、
岡
田
博
士
は

『続
日
本
紀
』
延
暦
十
年

(七
九

一
)
十
二
月

丙
申

(十
日
)
条

に
、
「外
從
五
位
下
岡
田
臣
牛
養
爲
大
學
博
士
。
」
と
あ
る
大
学
博
士
岡
田
牛
養
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
年

は
空
海
が
大
学

へ
入
学
し
た
年

で
あ
り
、
実
在
の
人
物
と
し
て
差
し
支
え
な

い
。
ま
た
、
職
員
令
大
学
寮
条

に
よ
れ
ば
、
博
士

・
助
教

・
音
博
士

・
書
博
士

・
算
博
士

の
別
が
有
り
、
こ
の
う
ち
博
士
は

「教
授
經
業
」
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
学
令
博

士
助
教
条
に

「凡
博
士
助
教
。
皆
取
明
經
堪
師
者
」
る
こ
と
と
な

っ
て
お
り
、

一
般
に
博
士
と
い
う
場
合
は
明
経
博
士
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
空
海
は
当
時

の
大
学
に
お
い
て
本
科

で
あ
り
、
か

つ
主
流
で
あ

っ
た
明
経
道
に
在
籍
し
て
経
道
を
学
ん

で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
大
学
在
籍
中
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『聾
瞽
指
帰
』
に
み
え
る
よ
う

に
、
儒
教

・
道
教

・
仏
教

の
知
識
を
得
る
こ
と
は

果

た
し
て
可
能
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『三
教
指
帰
』

に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
を
み
て
み
る
と
、
そ
の
数

は
非
常

に
多
く
、
普
通

　め
　

漢
籍
類

(外
曲
ハ)
は
六
十
九
種

・
仏
典
関
係
は
二
十
七
種
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
櫛
田
良
洪
氏
に
よ
る
と
、
仏
典

に
つ
い
て
は

　め
　

そ

の
数
は
さ
ら
に
増
加
し
て
五
十
九
種
を
挙
げ

る
こ
と
が
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『聾
瞽
指
帰
』
は

『三
教
指
帰
』
と

　レ
　

三
百
六
箇
所
に
語
句

の
校
異
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文

・
内
容
は
同
じ
で
あ
り
、
引
用
文
献

に
は
ほ
ぼ
大
差
は
な

い
と
考
え
て
よ



い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
引
用
さ
れ
て
い
る
六
十
九
種

の
漢
籍
類

の
う

ち
、
『周
易
』
『尚
書
』
『周
礼
』
『儀
礼
』
『礼
記
』
『毛
詩
』
『春
秋
左
氏

伝
』
『孝
経
』
『論
語
』
は
明
経
道

で
教
科
書
と
し

て
採
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
紀
伝
道

(文
章
道
)
の
教
科

書

で
あ
る
三
史

(『史

　お
　

記
』
『漢
書
』
『後
漢
書
』
)
『文
選
』
『爾
雅
』
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
空
海
が
在
籍
し
て
い
た
明
経

道
の
み
な
ら
ず
、
他
の

課
程

に
つ
い
て
も
造
形
が
深
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
空
海
が
国
学
で
学
ん
で
い
た
、
あ
る

い
は
叔
父
の
阿
刀
大
足

の
存
在
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
て
も
二

・
三
年
で
大
学
を
辞
し
て
得
ら
れ
る
知
識
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
大
学
に
お
け

る
課
程
を
修
了
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が

「亀
毛
先
生
論
」
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「虚
亡
隠
士
論
」

で
は
道
教
、
「
仮
名
乞
児
論
」
で
は
仏
教

に
つ
い
て
各
々
述
べ
て
い
る
。
空
海
が
道
教

・
仏
教

に
関
し
て
の

知
識
を
持

っ
て
い
る
と
は

い
え
、
大
学
を
辞
し
て
後
に
そ
れ
ら
を
学
ん
だ
と
考
え
る
の
は
早
計

に
過
ぎ
ず
、
大
学
に
在
籍
し
て
い
た
と

し

て
も
、
道
教

・
仏
教
に
つ
い
て
の
知
識
を
学
ぶ
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
か

っ
た
。

道
教

に
つ
い
て
は
加
地
伸
行
氏

に
よ

っ
て
、
『指
帰
』
本
論

の
中
で
、
論
旨

に
お
い
て
最
も
弱
く
不
明
確

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
我
が
国
で
は
教
団
道
教
が
根
付
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
道
教
と
し
て
で
は
な
く
老
荘
思
想

・
老
子

　む
　

的
心
境
と
い
っ
た
も
の
の
理
解

の
方
が
中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
た
た
め
だ
と
い
う
。
従

っ
て
、
『淮
南
子
』
『神

異
経
』
『神
仙
経
』
『荘

子
』
『抱
朴
子
』
『列
仙
伝
』
『老
子
』
『老
子
経
』
『老
子
内
伝
』
等

の

一
通
り
の
道
教
経
典
に
目
を
通
し
な
が

ら
も
、
専
ら
書
物

か
ら

の
理
解
の
み
を
行

っ
た
た
め
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
仏
教
に
関
し
て
は
、
櫛
田
良
洪
氏
が
、
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)
当
時
は
既
に
か
な
り
深
い
理
解

が
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘

　ゆ
　

し

て
お
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「仮
名
乞
児
論
」
の
内
容
及
び
引
用
文
献

か
ら
考
え
る
と
明
か
と
な
る
。
し

か
し
、
こ
れ
を
空
海
が

大
学
を
辞
し
て
仏
道
修
業
を
行

っ
て
い
た
結
果
と
短
絡
的

に
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
道
教
と
同
じ
く
書
物
か
ら
の
理
解
で

あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
奈
良
時
代
に
は
既
に
南
都
六
宗
は
諸
寺

に
お
い
て
成
立
し
て
お
り
、
空
海
が
仏
教
を
学
び
、
或

い
は

入
唐
前
の
空
海

一
〇

一



一
〇

二

仏
典
類
の
閲
覧
を
行
な
う
た
め
に
は
、
大
学
生
と
い
う
確
か
な
身
分
の
方
が
都
合
が
良
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

し
か
し
、
大
学

に
在
籍
し
、
な
お
か
つ
道
教

・
仏
教
に
関
す
る
知
識
を
得
る
余
裕
を
持

つ
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
の
か
が
問
題
と
な

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
学
令
先
読
経
文
条

に

「凡
學
生
。
先
讀
二
經
文

一。
通
熟
。
然
後
講
レ
義
。
毎
レ旬
放
二
一
日
休
假

一」
と
あ
り
、

一
応
十
日
に

一
日
の
割
合
で
休
暇
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
令
請
假
条
に
は

凡
學
生
請
レ
假
者
。
大
學
生
經
レ
頭
。
國
學
生
經
二
所
部
國
司

一。
各
陳
牒
量
給

と
臨
時
の
休
暇
願

の
手
続
き
の
規
定
が
あ
り
、
同
令
放
田
假
条

で
は
、

凡
大
學
國
學
生
。
毎
レ
年
五
月
放
二
田
假

一。
九
月
放
授
二
衣
假

一。
其
路
遠
者
。
仍
斟
量
給
二
徃
還
程

一。

　れ
　

と
田
假

・
授
位
假

に
関
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
程
度
の
期
間
の
休
暇
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
同
令
不
得
作
楽
条

に
は
、
極
端
な
例

で
は
あ
る
が
、

凡
學
生
在
レ
學
。
不
レ
得
二
作
樂
。
及
雜
戲

一。
唯
彈
レ
琴
習
レ
射
不
レ
禁
。
其
不
レ率
二
師
教

一。
及

一
年
之
内

。
違
レ
假
満
二
百
日

一者
。

並
解
退
。

と

い
う
学
生
の
日
常
生
活

の
心
得
に
関
す
る
規
定

の
中
で
、
百
日
未
満
で
あ
れ
ば
不
正
休
暇
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
例
え
大
学
在
学
中
で
あ

っ
て
も
、
道
教

・
仏
教

の
知
識
を
深
め
て
行
く
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大

学

に
在
学
し
な
が
ら
も

「仮
名
乞
児
論
」
に
見
ら
れ
る
、
「或
登
金
巖
。
而
遇
雪
坎
。
或
跨
石
峯
。
以
絶
粮
軻
。」

と
い
う
よ
う
な
修
行

を
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
役
小
角

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
山
岳
修
行
者

、
ま
た
は
私
度
僧

の

類

は
古
く
か
ら
存
在
し
、
空
海
自
身

に
実
体
験
は
無
く
と
も
見
聞
に
よ
る
著
述
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。

ま
た
、
大
学
在
学
中

で

あ

っ
て
も
、
先

に
み
た
よ
う
な

一
定
期
間
の
休
暇
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

『聾
瞽
指
帰
』
の
日
付
で
あ

る
延
暦
十
六
年

(七
九

七
)
は
、
大
学
卒
業
に
必
要
な
六
年
、
国
学

・
大
学
を
通
じ
て
就
学
可
能
な
期
限
で
あ
る
九
年
を
経
た
翌
年
に
当

た
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
空
海
は
大
学
を
辞
す
る
こ
と
無
く
、

一
年
間
は
仏
道
修
行
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「阿
波
國
大
瀧
之
嶽
」
「土
左



國
室
戸
之
崎
L
は
共
に
四
国
で
あ
り
、
大
学
卒
業
後

に
故
郷
四
国
の
修
行
地
を
回

っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
従

っ
て
、
空

海

が
大
学
を
辞
し
た
と
考
え
る
必
要
は
全
く
な
く
な
り
、
む
し
ろ
延
暦
十
五
年

(七
九
六
)
に
大
学
を
卒
業
し
た
と
考
え
た
方
が
よ
い

で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、
空
海
が

「
一
沙
門
」
と
出
会

っ
た
の
は
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)
以
降
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
空
海
の
仏
教

に
対
す

る
造
詣
の
深
さ
を
考
え
る
と
、
短
期
間
に
独
学
で
学
ん
だ
と
考
え
る
よ
り
も
、
信
頼

の
お
け
る
学
僧

に
つ
い
て
学
ん
だ
と
考
え
た
方
が

　カ
　

よ

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
空
海
が

『指
帰
』
に

『釈
摩
訶
衍
論
』
を
引
用
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
当
時
偽
経
と
さ
れ
て
い

趨
も
の
ま
で
引
用
す
る
こ
と
は
考
え
難
い
。
そ
の
た
め
に
は

『釈
摩
訶
衍
論
』
を
所
持

・
理
解
し
て
い
る
人
物

に
教
え
を
請
う
必
要
が

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

『釈
摩
訶
衍
論
』
を
請
来
し
た
大
安
寺
の
戒
明
は
空
海
と
同
じ
讃
岐
国
出
身
で
あ
り
、
堀
池
春
峰
氏

に
よ

っ

　ぬ
　

て

「
一
沙
門
」
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
野
玄
妙
氏
は
空
海
の
入
唐
を
こ
の

『釈
摩
訶
衍
論
』
の
疑
義
を
解
決
せ
ん
が
た
め
の

も

の
と
も
考
え
て
お
ら
れ
る
な
ど
、
空
海
の
思
想
の
う
え
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

従

っ
て
、
コ

沙
門
L
が
戒
明
で
あ

っ
た
可
能
性
は
か
な
り
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
一
沙
門
」
は
あ
く
ま

で
も

コ

沙
門
L
で

あ
り
、
戒
明
で
あ

っ
て
も
勤
操
で
あ

っ
て
も
全
く
差
し
支
え
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
空
海

に
仏
教
を
そ
し

て
密
教
の

一
端
を
知

ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
む
し
ろ
重
要

で
あ
り
、
そ
れ
は
何
も
戒
明

一
人
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
複
数

の

コ

沙
門
L
が
存
在

し

て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
都
合
は
な

い
の
で
あ
る
。

四

空
海
が
留
学
僧
と
し
て
入
唐
す
る
た
め
に
は
、
第

一
条
件
と
し
て
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
官
僧
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
い
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
僧
尼
令
で
私
度
僧
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
日
本
の
公
式
使
節
で
あ
る
遣
唐
使
に
随
行
す

る
た
め
に
は
私
度
僧

で
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
空
海
が
帰
国
後
、
『請
来
目
録
』
と
い
う
帰
国
報
告
書
を
朝
廷
に
提
出
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
か
ら
も
明

入
唐
前
の
空
海

一
〇
三



一
〇

四

ら

か

と

な

る

。

　お
　

官
僧
と
し
て
、
僧
尼
の
身
分
を
証
明
す
る
た
め
に
朝
廷
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
に

「公
験
」
が
あ
る
。
公
験

に
つ
い
て
は
、
『続
日

本
紀
』
養
老
四
年

(七
二
〇
)
正
月
丁
巳

(四
日
)
条
に

「始
授
僧
尼
公
驗
」
と
あ
り
、
以
後
制
度
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

公
験
に
は
三
種
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は

『令
集
解
』
僧
尼
令
任
僧
綱
条
に
、

養
老
四
年

二
月
四
日
格
。
問
。
大
學
明
法
博
士
越
知
直
廣
江
等
。
答
。
凡
僧
尼
給
二
公
験

一。
其
數
有
レ
三
。
初
度
給

一
。
受
戒
給

二
。
師
位
給
三
。
毎
レ
給
收
レ
舊
。
仍
注
二
毀
字

一。
但
律
師
以
上
者
。
毎
二
遷
任

一有
二
告
牒

一。
不
レ
在
二
收
レ
舊
之
例

一也
。

と
あ
る
。
得
度

・
受
戒
及
び
師
位
僧
と
な
る
時

に
給
う
も
の
が
あ
り
、
各
々

「度
縁
」
「戒
牒
」
「位
記
」
と
呼
ぼ
れ
る
三
種
類
の
証
明

書

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
僧
尼
に
と

っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
度
縁
と
戒
牒
は
、
国
家

に
よ
る
仏
教
統
制
の

一
つ
の
基
盤
を
な
す
も
の

　　
　

で
あ
り
、
得
度

・
受
戒
の
制
度

と
密
接
な
関
係
を
形
成
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
得
度

の
際
に
与
え
ら
れ
る
も

の
が
度
縁
で
あ
り
、
得

度

に
よ

っ
て
在
家
信
者
の
優
婆
塞

・
優
婆
夷
が
沙
弥
戒

・
沙
弥
尼
戒
を
受
け
て
、
沙
弥

・
沙
弥
尼
と
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
得
度
に
よ

っ
て
戸
籍
か
ら
名
を
削
除
さ
れ
、
僧
尼
籍

へ
と
編
入
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
戒
牒

は
受
戒

の
際
に
与
え
ら

れ
る
も
の
で
、
沙
弥

・
沙
弥
尼
が
具
足
戒
を
授
け
ら
れ
て
比
丘

・
比
丘
尼
と
な
る
も
の
で
、
宗
教
的
な
面
か
ら

は
受
戒
が
重
要
視
さ
れ

て

い
た
。
し
か
し
、
政
治
的
な
面
か
ら
は
得
度
の
有
無

に
よ

っ
て

一
般
人
と
区
別
し
て
お
り
、
受
戒
よ
り
も
得
度
の
方

に
重
き
が
置
か

れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

空
海

の
得
度
が
行
わ
れ
た
時
期
に
関
し
て
は
、

①
延
暦
十

一
年

(七
九
二
)
十
九
歳
説

②
延
暦
十
二
年

(七
九
三
)

二
十
歳
説

③
延
暦
十
七
年

(七
八
八
)

二
十
五
歳
説



④
延
暦
二
十
二
年

(八
〇
三
)
三
十
歳
説

以
上
の
四
説
が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
、
①
は

『大
師
御
行
状
集
記
』
の

「御
出
家
條
第
九
」
に
、

有
書
日
。
延
暦
十

一
年
壬
申
。
年
十
九
。
爰
大
師
岩
淵
贈
僧
正
召
率
大
師
。
發
向
和
泉
國
槙
尾
山
寺
。
於
此
剃
除
鬢
髪
。
授
沙
彌

十
戒
七
十
二
威
儀
。
名
稱
教
海
。
後
改
稱
如
空
。

と
あ
る
こ
と
が
、
ま
た
②

は

『御
遺
告
』
に
、

(前
略
)
及
于
二
十
年
。
爰
大
師
岩
淵
贈
僧
正
召
率
發
向
和
泉
國
槙
尾
山
寺
。
於
此
剃
除
?
髪
授
沙
彌
十
戒
七
十
二
威
儀
。
名
稱

教
海
後
改
稱
如
空
。

と
記
さ
九
て
い
る
こ
と
が
根
拠
と
な

っ
て
い
る
。
二
つ
の
史
料

は
ほ
ぼ
同
じ
内
容

で
は
あ
る
が
、
『大
師
御
行

状
集
記
』
に
お
い
て
は

「有
書
日
」
と
し
て
、

『御
遺
告
』
に
は
よ
ら
ず
何

か
他

の
原
史
料
に
よ

っ
て
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
②
が
宗
門
で

は
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
空
海
は
延
暦
十
五
年

(七
九
六
)
二
十
三
歳
の
時

点
ま
で
は
大
学
に
在
籍

し

て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、

い
く
ら
早
く
と
も
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)
二
十
四
歳
以
前
に
は
得
度
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
従

っ
て
、
空
海
が
得
度
し
た
の
は
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)
十
二
月
以
降

で
あ
り
、
入
唐
し
た
延
暦
二
十
三
年

(
八
〇
四
)
以
前
と
限
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
す
る
と
、
③
と
④
が
残
る
が
、
ま
ず
③

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
れ
は

『贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』

に

「剃
髪
出
家
爲
沙
彌

形
時
年
二
」
十
五
」
と
あ
る
こ
と
が
根
拠
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
④
は
最
初
に
挙
げ
た
卒
伝
に

「年
卅

一
得

度
」
と
あ
る
た
め
で
あ

る
が
、
年
齢
に
関
し
て

「化
去
之
時
六
十
三
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
る
と
宝
亀
四
年

(七
七
三
)

誕
生
と
な
る
。
し
か
し
、

現
在

で
は
空
海

の
誕
生
は
宝
亀
五
年

(七
七
四
)
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
延
暦
二
十
二
年

(八
〇
三
)
の
時
点
で

の
年
齢
は
三
十
歳
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
二
説
で
あ
る
が
、
『聾
瞽
指
帰
』
が
著
さ
れ
た
の
が
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)
で
あ
る

と

い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
時
間
的
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
正
史
で
あ
る

『続
日
本
後
紀
』
に
記
載
さ
れ

入
唐
前
の
空
海

一
〇
五



一
〇
六

て

い
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
卒
伝
を
作
成
す
る
際
に
は
何
ら
か
の
公
文
書
が
参
照
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
④
が

最

も
適
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
延
暦
二
十
四
年

(八
〇
五
)
九
月
十

一
日
付
太
政
官
符
案
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
載
が
あ
る
。

　　
　□

政
官
符

治
部
省

阨
學
僧
空
海

讒

蠻

靉

醵

孀

雛

主
正
亠.位

　
ス
　
ズ
　
　

右
去
延
暦
廿
二
年
四
月
七
日
出
家
入
□
□
ロ

ニ
ロワ

ニ
　
　

　

口
承
知
口
口
度
之
符
到
奉
行

ま
じ

　ぐ
　

　
　　

□
五
位
下
□
左
少
辨
藤
原
貞
副

左
大
史
正
六
位
上
武
生
宿
祢
真
象

延
暦
廿
四
年
九
月
十

一
日

こ
れ
に
る
と
、
延
暦

二
十
二
年

(八
〇
三
)
四
月
七
日
に
得
度
を
行

っ
た
と
い
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
太
政
官
符
案
の
署
名
者

　
め
　

の
一
人
で
あ
る
藤
原
貞
副
は
藤
原
貞
嗣
の
誤
写
と
考
え
ら
れ
、
当
時
従
五
位
下
で
あ
り
左
大
弁
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら

に
、
『弘
法
大
師
行
化
記
』
に
は
大
同
三
年

(八
〇
八
)
六
月
十
九
日
付
の
、
空
海
の
課
役
免
除
を
命
じ
た
太
政
官
符
が
引
用
し
て
あ

り
、

太
政
官
符

應
免
課
役
度
者

一
人

留
學
僧
空
海

年
卅
五

嬾
臘
膕
酸
箙
躑
肪
咄
購
舮
難
鮖
六
位

右
、
得
治
部
省
解
僖
。
被
太
政
官
去
延
暦
廿
四
年
九
月
十

一
日
符
僻
。
去
廿
四
年
四
月
七
日
出
家
入
唐
。
宜
依
度
之
者
。
仍
今
年

夏
季
應
免
課
役
申
送
者
。
省
宜
承
知
。
依
例
。
符
到
奉
行

大
同
三
年
六
月
十
九
日



　お
　

と
あ
る
。
同
様
の
官
符

は

『高
野
大
師
御
広
伝
』
に
も
み
え
る
が
、
こ
ち
ら
は

「去
廿
三
年
四
月
出
家
入
唐
」

と
あ
り
、
年
代
な
ど
相

違
が
み
ら
れ
る
が
共

に
延
暦
二
十
四
年

(八
〇
五
)
九
月
十

一
日
付
の
太
政
官
符
が
引
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
で
は
各
々
延

暦

二
十
三
年

(八
〇
四
)
と
延
暦
二
十
四
年

(八
〇
五
)
と
あ
り
、
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
廿
二
」

の
誤
写
と
考
え
ら
れ
、

正
史
で
あ
る

『続
日
本
後
紀
』

の
記
載
通
り
、
延
暦
二
十
二
年

(八
〇
三
)
四
月
七
日
に
得
度
が
行
わ
れ
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、

こ
の
太
政
官
符
が
発
行
さ
れ
た
日
付

で
あ
る
。
延
暦
二
十
四
年

(八
〇
五
)
と
い
う
と
、
空

海

は
前
年
に
入
唐
し
て
お
り
、
そ
し
て
未
だ
在
唐
中
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
官
符
に
よ

っ
て
度
縁
が
発
給
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
空
海
は
度
縁
を
所
持
せ
ず
に
入
唐
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
度
縁

(公
験
)
は
必
要
と
し
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
国
内
で
は
公
験

の
発
行
が
多
少
遅
れ
た
と
し
て
も
良

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
唐
に
在

っ
て
は
留
学
僧
と
し
て
、
そ

　　
　

の
身
分
を
証
明
す
る
も
の
が
必
要
で
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
例
え
ば
、
円
珍
の
場
合
は
特
別

に
任
十
禅
師

の
治
部
省
牒
を
持
参
し
、
こ
れ

を
唐
で
高
官
た
ち
に
見
せ
て
お
り
、
ま
た
唐
各
州
の
公
験
を
約
十
通
も
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
円
珍
は
日
本

の
度
縁
或

い
は
任

十
禅
師
牒
な
ど
の
身
分
を
証
明
す
る
公
験
が
必
要
で
あ

っ
た
た
め
に
、
持
参
し
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
空
海

が

入
唐
直
後
、
長
安
入
京
に
際
し
て
随
行
員
の
人
数
か
ら
洩

れ
た
た
め
に
、
「
請
福
州
觀
察
使
入
京
啓
」
を
提

出
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ

た

の
は
、
公
験
を
持
参
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
延
暦
二
十
四
年

(八
〇
五
)
九
月
十

一
日
付
の
太
政
官
符
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
五
来
重
氏
は
こ
の

こ
と
に

つ
い
て
、
空
海
が
優
婆
塞
の
ま
ま
入
唐
し
た
の
で
、
後
事
を
託
さ
れ
た
友
人
か
後
援
者
が
空
海
渡
航
後

に
、
留
学
の
資
格
を
つ

　お
　

く

る
た
め
に
、
玄
蕃
寮
に
は
た
ら
き
か
け
て
度
牒
を

つ
く

っ
て
も
ら

っ
た
た
め
だ
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
上
山
春
平
氏
は
、

空
海

の
官
度
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
延
暦

二
十
四
年

(八
〇
五
)
六
月
八
日
に
対
馬
の
阿
礼
の
港
に
帰
着
し
、

七
月

一
日
に
大
使

の
節

　れ
　

刀
を
返
上
し
た
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
の
手
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
れ
お
ら
れ
る
。

入
唐
前
の
空
海

一
〇

七
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八

　お
　

ま
　

こ
こ
で
、
最
澄
に
関
す
る
得
度

の
際
の

「近
江
国
府
牒
」
と

「度
縁
案
」
が
残

っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
宝
亀
十

一
年

(七

八
〇
)
に
近
江
国
分
寺
僧
最
寂
の
死
欠
に
よ

っ
て
三
津
首
広
野
の
得
度

の
申
請
が
あ
り
、
そ
れ
が
許
可
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
同
年
十

一

月
十
二
日
に
得
度
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
度
縁
が
発
給
さ
れ
た
の
が
延
暦
二
年

(七
八
三
)
正
月
二
十
日

で
あ
り
、
得
度
か
ら
度

縁

の
発
給
が
行
わ
れ
る
ま
で
に
、
足
掛
け
三
年
も
の
歳
月
を
要
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
空
海
の
度
縁
の
発
給
が
遅
れ
た
の
も
説
明
が

つ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
空
海
は
優
婆
塞
の
ま
ま
で
入
唐

し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
官
僧
と
し
て
、
留
学
僧
と
い
う
正
式
な
身
分
で
入
唐
し
た
の
で
あ
り
、
五
来

・
上
山
両
氏

の
考
え
に

は
従
い
か
ね
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
葛
野
麻
呂
に
つ
い
て
は
、
帰
国
後

に
空
海
の
度
縁
発
給
が
遅
滞
し
て
い
た

の
を
、
官

に
申
請
し

て
催
促
し
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
。

-

で
は
、
空
海

の
得
度
が
延
暦
二
十
二
年

(八
〇
三
)
四
月
七
日
に
行
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
翌
年
に
は
入
唐
し
て
お
り
、
受
戒
を

行

っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
が
疑
問
と
な
る
が
、
空
海

の
受
戒
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
戒
牒
案
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、

今
年
四
月
九
日
於
東
大
寺
戒
壇
院
受
具
足
戒
律

諱
空
海

師
主
勤
操

戒
牒
文

(中
略
)

沙
弥
空
海

首
和
南

大
徳
足
下

竊
以
、
三
學
殊
途
必
會
通
於
漏
盡
、
五
乘
廣
運
資
戒
足
以
爲
先
、
是
以
表
無
表
戒
務
衆
行
之
律
梁
、
願
以
願

心
七
支
之
勝
躅
、
但

空
海
宿
因
多
幸
、
得
篶
法
門
、
請
禁
未
登
、
夙
夜
剋
悚
、
今
契
延
暦
十
四
年
四
月
九
日
、
於
東
大
寺
戒
壇
院

受
具
足
戒
、
伏
願
大

徳
慈
悲
戡
濟
少
識
、
謹
和
南
疏

延
暦
十
四
年
四
月
九
日

沙
弥
空
海
疏

　　
　

と
あ
り
、
延
暦
十
四
年

(七
九
五
)
四
月
九
日
に
受
戒
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
得
度
を
行

っ
た

の
が
延
暦

二
十
二
年



(八
〇
三
)
四
月
七
日
で
あ
り
、
得
度
よ
り
も
先

に
受
戒
が
行
わ
れ
る
は
ず

は
な
く
、
ま
し
て
空
海
は
大
学
に
在
学
中
で
あ
る
。
従

っ

て
、
こ
の
戒
牒
は
明
ら
か
に
偽
文
書
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
『弘
法
大
師
御
伝
』
と

『弘

法
大
師
行
化
記
』
に

も
同
じ
戒
牒
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
で
は

「延
暦
廿
二
年
四
月
九
日
」
と
な

っ
て
い
る
。

　あ
　

ま
た
、
堀
池
春
峰
氏
は
空
海

の
受
戒
が
行
わ
れ
た
の
は
延
暦
二
十
二
年

(八
〇
三
)
四
月
と
考
え
て
お
ら
れ
、

川
崎
庸
之
氏
も
同
様

　　
　

に
同
年

の
受
戒
説
を
採

っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
得
度
と
受
戒
が
、
共
に
同
年

の
同
月
に
行
わ
れ
た
こ
と
と
な
り
、
両
者

は
僅
か
に
二
日
の
間
を
置
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
少
し
時
代
は
下
る
が

『
三
代
実
録
』
貞
観
七
年

(八
六
五
)

三
月
廿
五
日
丙
午
条

に
は
、廿

五
日
丙
午
。
少
僧
都
法
眼
和
上
位
慧
運
申
牒
。
請
下
一
據
二
舊
例

一得
度
者
受
戒
上
日
。
檢
二
舊
例

一。
凡
有

二
得
度
者

一。
先
与
二

度
縁

「。
次
令
二
入
寺

一。
就
レ
中
年
文
度
者
經
二
二
箇
年

一。
臨
時
度
者
經
二
三
箇
年

一。
令
レ
練
二
沙
弥
之
行

一。
然
後
初
聽
二
受
戒

一。

(以
下
略
)

　れ
　

と
あ
り
、
普
通
得
度
後
に
受
戒
す
る
ま
で
に
最
低
で
も
二

・
三
年
要
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
空
海
の
場
合
は
原
則
と
し
て

は
時
間
的
に
少
々
無
理
が
あ
る
と
い
え
る
。

む
し
ろ
、
宗
祖
と
し
て
の
空
海

の
権
威
を
高
め
る
た
め
に
、
後
世
戒
牒
が
偽
作
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
空
海
は
受
戒
し
て
い

な

か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
留
学
僧
と
な
る
た
め
に
は
、
政
府

に
よ

っ
て
正
式
に
認
め
ら
れ
た
官
僧

で
あ
れ
ば
よ

く
、
特
に
受
戒

の
有
無
は
問
わ
れ
な
か

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
先
に
も
述

べ
た
が
、
受
戒
は
沙
弥

・
沙
弥
尼
が
具
足
戒
を
受

け
、
比
丘

.
比
丘
尼
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
と
い
う
宗
教
上
で
は
重
要
な
儀
式
で
は
あ

っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
国
家

に
よ
る
仏

教

の
統
制
と
い
う
立
場
を
採
る
朝
廷
か
ら
見
る
と
、
受
戒
よ
り
も
む
し
ろ
得
度
を
重
ん
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
得
度
す

る
こ
と
で
戸
籍
か
ら
削
除
愚
れ
僧
尼
籍
に
編
入
さ
れ
官
僧
と
し
て
登
録
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
官
僧
と
な
る
に
は
得
度
だ
け

で
も
良
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
空
海
は
得
度
し
か
行

っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
留
学
僧
と
な
る
こ
と
は
可
能

で

入
唐
前
の
空
海

一
〇
九
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あ

っ
た

の

で
あ

ろ
う

。

　お
　

し
か
し
、
留
学
僧
が
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
空
海
と
同
じ
遣
唐
使

に
随
行
し
て
入
唐
し
た
最
澄

の
場
合
は
、
自
ら
入
唐
す
る
こ
と
を
願

い
出
た
上
表
文
が
伝
わ

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
留
学
を
希
望
す
る
者
は
自

薦
或

い
は
他
薦
に
よ

っ
て
選
ば
れ
、
官
の
選
考
を
経
て
、
そ
の
結
果
許
可
さ
れ
た
者
が
留
学
僧
と
し
て
入
唐
を
果

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五

以
上
、
入
唐
前

の
空
海

の
動
向
に
つ
い
て
、
特

に
大
学
と
得
度

・
受
戒

の
問
題
を
中
心
に
考
察
を
行

っ
た
。

こ
こ
で
ま
と
め
と
し
て
簡
単
に
述

べ
て
お
く
と
、
空
海
は
延
暦
七
年

(七
八
八
)
十
五
歳
の
時

に
令

の
規
定
に
従
い
国
学
に
入
学
、

そ

の
後
二
経
以
上
に
通
じ
る
こ
と
で
大
学
の
貢
試

に
合
格
、
同
十
年

(七
九

一
)
十
八
歳
で
大
学

に
入
学
し
、
明
経
道
を
学
ん
だ
。
そ

し

て
、
本
科
の
学
習
に
加
え
て
他

の
課
程
に
対
す
る
知
識
を
も
修
め
、
さ
ら
に
老
荘
思
想
や
仏
教

に
関
し
て
も
学
識
を
深
め
、
そ
の
結

果
大
学
を
卒
業
し
た
翌
年
の
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)
二
十
四
歳
の
時

に
は

『聾
瞽
指
帰
』
を
著
し
て
い
る
。

『聾
瞽
指
帰
』
執
筆
六
年
後

の
三
十
歳
、
延
暦
二
十
二
年

(八
〇
三
)
四
月
七
日
に
得
度
し
て
官
僧
と
な
り
留
学
僧
と
し
て
翌
年
に

入
唐
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
遣
唐
使
は
前
年
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
の
再
出
発
で
あ
り
、
当
初
は
空
海

は
留
学
僧

に
選
ば
れ

て
は
お
ら
ず
、
欠
員
が
生
じ
た
た
め
に
、
受
戒
を
行

っ
て
い
な
い
、
ま
し
て
度
縁
す
ら
発
行
さ
れ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
急
遽
留

学
僧
と
し
て
補
嗔
さ
れ
る
機
会
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
得
度
に
至
る
ま
で
の
動
向

に
つ
い
て
は
明
確
に
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
例

え
ば
、
『聾
瞽
指
帰
』

を
執
筆
し
た
と
は
い
え
、
大
学
卒
業
後

に
あ

っ
さ
り
と
官
人
と
し
て
の
出
身
の
道
を
諦
め
た
の
か
、
そ
れ
と
も
何

ら
か
の
位
階
を
得
て

官
職

へ
と
就

い
た
の
か
、
そ
の
判
断
は
用
意
で
は
な

い
。
想
像
に
過
ぎ
な
い
が
、
真
済
編
の

『遍
照
発
揮
性
霊
集

』
の
序
文
に
は
、

爰
有

一
上
人
。
號
日
大
遍
照
金
剛
。
青
襟
摘
槐
林
之
春
秋
。
絳
帳
富
山
河
之
英
萃
。



と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る

「絳
帳
」
に
つ
い
て
は
、
『続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
巻
第
第
十
に
収

め
ら
れ
て
い
る
空
海

作

の

「綜
藝
種
智
院
式
」
の

「
一
俗
博
士
教
受
事
」
に

右
九
經
九
流
。
三
玄
三
史
。
七
略
七
代
。
若
文
若
筆
等
書
中
。
若
音
若
訓
。
或
句
讀
或
通
義
。

一
部

一
帙
。
堪
發
童
蒙
者
住
。
若

道
人
意
。
樂
外
典
者
。
茂
士
孝
廉
。
隨
宜
傳
授
。
若
有
青
衿
黄
口
志
學
文
書
。
絳
帳
先
生
。
心
住
慈
悲
。
思
存
忠
孝
。
不
論
貴
賤
。

不
看
貧
富
。
隨
宜
提
撕
。
誨
人
不
倦
。
三
界
吾
子
大
覺
師
吼
。
四
海
兄
弟
將
聖
美
談
。
不
可
不
仰
。

と
あ
る
。
こ
こ
に

「青
衿
」
「絳
帳
先
生
」
と
い
う
序
文
と
同
じ
文
字
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
前
者
が
学
生
を
意

味
し
て
い
る
の
に
対

　　
　

し
て
、
後
者
は

「儒
教
の
先
生
」
を
意
味
し
て
い
る
。
真
済
が
序
文
を
作
成
す
る
際

に
、
こ
の

「綜
藝
種
智
院
式

」
を
参
照
し
て
い
た

と
す
る
な
ら
ぼ
、
「絳
帳
」
の
み
で
あ

っ
て
も
同
様
の
意
味
を
持

つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
に
空
海

は
大
学
あ
る

い
は
国

学

に
出
仕
し
て
い
た
と
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。

注(
1
)

坂

本

太

郎

・
平

野

邦

雄

監

修

『
日

本

古

代

氏

族

人
名

辞

曲
ハ』

(吉

川
弘

文
館

、

一
九
九

〇
年

)
、

「
空
海

」

の
項
参

照

。

(2
)

河

内

昭
円

「
『
三
教

指

帰
』
偽

撰

説

の
提

示
」

(
『大

谷

大

学

研

究

年

報
』

四

五
集

、

一
九

九

四
年

)
。

太

田

次

男

「
聾
瞽

指

帰

』

と

『
三

教

指

帰

』

と

の

本

文

の
吟

味

(上
)

ー
付

・

『
聾

瞽

指

帰

』

の
翻
字

及
び

校
注

1
」

(
『成

田

山
仏

教
文

化
研

究
所

紀
要
』

第

一
七

号
)
。

米

田

弘
仁

①

「
『聾

瞽

指

帰
』

『
三
教

指

帰
』

研

究

の
現

状

と
諸

問

題

」

(『
密

教

文

化

』
第

一
九

三
号

、

一
九

九

五

年

)
、
②

「
」
二
教

指
帰

』

の
真
偽

問
題

L

(『
密
教

文

化
』
第

一
九

四
号
、

一
九

九
五
年

)

等

に
よ

っ
て

『
三
教

指
帰

』
偽

撰
説

が
提

入
唐
前
の
空
海

示
さ
れ
て
い
る
。

(3
)

河
内
前
掲
註
(2
)論
文
お
よ
び
米
田
前
掲
註
(2
)②
論
文
。

(4
)

『続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年

(八
三
五
)
三
月
丙
寅

(廿

一

日
)
条
に

「丙
寅
。
大
僧
都
傳
灯
大
法
師
位
空
海
終
二
于
紀
伊
國

禪
居
一。」
と
あ
る
。

(5
)

『三
代
実
録
』
巻
五
貞
観
三
年

(八
六

一
)
十

一
月
十

一
日
辛

巳
条
に
は

「讃
岐
國
多
度
郡
人
故
佐
伯
直
田
公
男
故
外
從
五
位
下

佐
伯
直
鈴
伎
麻
呂
。
故
正
六
位
上
佐
伯
直
酒
麻
呂
。
故
正
七
位
下

佐
伯

直
魚
主
。
鈴
伎
麻
呂
男
從
六
位
上
佐
伯
直
貞
持
。
大
初
位

下
佐
伯
直
貞
繼
。
從
七
位
上
佐
伯
直
葛
野
。
酒
麻
呂
男
書
博
士
正

六
位
上
佐
伯
直
豊
雄
。
從
六
位
上
佐
伯
直
豊
守
。
魚
主
男
從
八
位

一



=

二

上

佐

伯
直

粟

氏

等
十

一
人

賜

二
佐

伯
宿

祢

姓

」
。

即
隷

二
左

京

職

一
。

先

レ
是
。

正
三

位
行

中

納
言

兼

民

部
卿

皇

太

后
宮

大
夫

伴

宿
祢

善

男

奏
言

。
書

博
士

正
六
位

下

佐
伯

直
豊

雄
欸

云
。

先
祖

大
伴

健

日

連

公

。
景

行

天

皇

御

世

。
隨

二
倭

武

命

一。

平

二
定

東

國

【
。
功

勳

盖

レ
世
。

賜
二
讃

岐
國

一
。
以
爲

二
私

宅

一。

健
日

連

公
之

子
。

健
持

大

連
公

子
。

室

屋
大
連

公
之

第

一
男
。

御
物

宿
祢

之

胤
。
倭

胡
連

公

。
允

恭

天
皇

御

世
。

始

任
二
讃

岐

國

造

一
。
倭

胡

連

公

。
是

豊

雄

等

之

別

祖

也
。

孝
徳

天
皇

御

世
。

國

造

之

号

。
永

從

二
停

止

一
。

同

族
玄

蕃
頭

從

五
位

下
佐
伯

宿
祢

眞
持

。

正
六
位

上

佐
伯
宿

祢

正

雄

等
。

既

貫

二
京

兆

一
。
賜

二
姓

宿

祢

一
。
而

田

公

之

門
。

猶

未

レ

得

レ
預
。

謹
檢

二
案

内

一。

眞

持
。

正

雄

等

之

興
。
只

由

二
實

惠

道

雄

兩

大
法
師

一。

是
兩

法
師

等

。
贈

僧

正
空

海
大

法

師

所
二
成
長

一

也

。

而

田
公
是

「
大

」
僧

正
父
也

。

今
大
僧

都

傳
燈

大
法
師

位

眞

雅

。

幸

屬

二
時

來

一
。
久

侍

二
加

護

一。

比

二
彼

兩

師

一。
忽

知

二
高

下

一
。

豊
雄

又
以

二
彫

蟲

之
小

藝

一。

忝

二
學
館

之

末

員

一
。
顧

二
望

往

時

一
。
悲

歎
良

多
。
准

二
正
雄

等

之
例

一
。
特

蒙

二
改

姓

改
居

一
。

善

男

等
謹

檢

二
家

記

}
。
事

不
二
憑

虚

一。

從

レ
之

。
L

と
あ

る
。

(
6
)

『中

村
直

勝
博

士
蒐

集
古

文
書

』

(中
村

直
勝

博
士

古
稀

記
念

會
、

一
九

六
〇

年
十

一
月

)

に
収
録

さ

れ

て

い
る
。

同

じ
も

の
が

『
梅

園
奇

賞
』

に
も

み
え

る
が

、

こ
ち

ら

に
は

「太

政
官

印

」
が

五
顆

み

え
る
。

(
7
)

こ

こ

に

見

え

る

「方

田

郷

」

は

存

在

せ

ず

、

「
弘

田

郷
」

の

「
弘

」

の

「
弓
」

篇

の
異

体

字

「
方
」

と
考

え

ら

れ

る
。

(松

原

弘
宣

『古

代

の
地

方
豪
族

』

〈
吉
川

弘
文

館
、

一
九
八

八
年
〉
)
。

(
8
)

『
大

日
本
古

文
書

』
編

年
文

書

之
六
、

六

〇

四
～

六
〇

五
頁

。

府
牒

國
師
所

應
得
度
壹
人

三
津
首
廣
野

年
拾
五

滋
賀
郡
古
市
郷
戸
主
正
八
位
下
三
津
首
淨
足
戸
口

(中
略
)

牒
、
被
治
部
省
去
十
月
十
日
符
僻
、
被
太
政
官

今
月
五
日
符
僞
、
得
近
江
國
解
僻
、
國
分
寺
僧

最
寂
死
闕
之
替
、
國
宜
承
知
、
依
例
得
度
者
、

國
依
符
旨
牒
送
如
件
、
宜
察
此
状
、
依
符
施
行
、

今
以
状
牒

寶
龜
十

一
年
十

一
月
十
日

大
掾
藤
原
朝
臣
係
房

(9
)

『平
安
遺
文
』
四
二
八

一

沙
弥
最
澄

年
+
八
韃

國
蠶

古
飆
舮
彗
八
位
下
三
善

淨
足
戸
口
広
野

右
、
被
治
部
省
寳
龜
十

一
年
十

一
月
十
日
符
僞
、

被
太
政
官
同
月
五
日
符
僻
、
近
江
國
々
分
寺

僧
最
寂
死
闕
之
替
、
應
得
度
者
、
十

一
月
十
二

日
國
分
金
光
明
寺
得
度
、

師
主
左
京
大
安
寺
法
師
位
行
表

延
暦
二
年
正
月
廿
日

(中
略
)

國
檢
案
内
、
省
符
灼
然
、
仍
追
与
得
度
、

(以
下
略
)

(10
)

桃
裕
行

『上
代
学
制
の
研
究
』
(目
黒
書
店
、

一
九
四
七
年
)
。

(11
)

渡
辺
照
宏

・
宮
坂
宥
勝

『沙
門
空
海
』

(筑
摩
書
房
、

一
九
六

七
年
)。



(
12
)

宮
崎

忍
勝

『
私
度
僧

空
海

』

(河
出

書
房

新
社

、

一
九
九

一
年

)
。

(
13
)

『
日

本

紀

略

』
延

暦

十

一
年

(七

九

二
)

二

月

庚

子

(十

五

日
)
条

に

「
伊
豫

親

王
冠
」

と
元

服

の
記
事

が

み
え

る
が
、

こ
れ

は
空
海

の
大

学

入
学

の
翌
年

に
当

た

る
。

(
14
)

野
村
忠

夫

「
律
令

官

人
社
会

構

成

と
仲
麻

呂
政

権

の
成

立

-
吉

備
朝

臣
真

備

と
石

川
朝

臣
年

足

l
」

(
『古

代

學
』

第
六
巻

第

一
号
、

一
九
五

七
年

)
。

(
15
)

渡

辺

照
宏

・
宮
坂

宥
勝

校

注

『〈
日
本

古

典

文

学

大
系

71
>

三

教
指

帰
性

霊
集

』

(岩
波

書
店

、

一
九

六
五
年

)
。

(16
)

櫛

田
良

洪

『
空
海

の
研

究
』

(山

喜
房

仏
書

林
、

一
九

八

一
年

)
。

(17
)

渡

辺

・
宮
坂

前
掲

註

(
14
)
書

参
照

。

(18
)

『令

集

解
』

学
令

経

周
易

尚

書
条

、

同
令

礼

記

左
伝

各

大

経
条

、

及
び
桃

前

掲
註

(
10
)
著

書

。

(
19
)

加
地

伸

行

「
弘
法
大

師

と
中

国
思
想

ー

『指

帰
』

両
序

に
よ

せ

て

ー
」

(中

野
義

照

編

『
弘

法

大
師

研
究

』
所

収

、
吉

川

弘

文
館

、

一
九

七
八
年

)
。

(
20
)

櫛

田
前
掲

註

(16
)
著

書
。

(
21
)

田
假

に

つ
い
て
は
假

寧
令

賜
休

假
条

に
見
え

る
が
、

授
位

假

に

つ
い
て
は
不

明
。

(
22
)

櫛

田
前
掲

註

(
16
)
著
書

。

(
23
)

『
釈
摩

訶

衍
論

』
偽

経

説

に

つ
い

て
は
淡

海

三
船

の
書

簡

や
、

最

澄

の
著

書

に
見

ら

れ
る
。

な

お
、

小

野
玄

妙

『
佛
教

の
美
術

と

歴
史

』

(金
尾

文
淵

堂
、

一
九

三
七

年
)

参
照

。

(
24
)

堀

池
春

峰

「
弘
法

大
師

空
海

と
東

大
寺

」

(『
佛
教

芸
術

』
第

九

十

二
号
所

収
、

一
九
七

三
年
、

の
ち
同

『
南
都

仏
教

史

の
研
究

』

入
唐
前
の
空
海

上
東
大

寺
篇

収
録

〈
法

蔵
館

、

一
九

八
〇
年

〉
)
、
同

「
弘

法
大

師

と
南

都
仏

教
」

(中

野
義

照

編

『弘

法

大
師

研

究

』
所

収
、

吉

川

弘

文
館

、

一
九
七

八
年

、

の
ち
同

『
南
都

仏
教

史

の
研
究
』

下
諸

寺

篇
収

録

〈
法
蔵
館

、

一
九

八

二
年

〉
)
。

(
25
)

倉

橋

は

る
み

「度

縁

と
戒
牒

」

(
『
日
本

歴
史
』

第

四
〇

四
号
、

一
九

八
二
年
)

(
26
)

佐

久
間

竜

「
官
僧

に

つ
い
て
」

(
『
続
日
本

紀
研

究
』

第

三
巻
第

三

・
四
号

、

一
九

五
六
年

、

の
ち
同

『
日

本
古
代

僧
伝

の
研

究
』

収
録

〈
吉

川
弘

文
館

、

一
九

八
三
年
〉
)
、
中

井
真

孝

「僧

尼
令

准

格
律

条

に

つ

い
て
」

(
『
ヒ

ス
ト

リ

ア
』

第

五
六
号

、

一
九
七

〇
年

、

の
ち

『
日
本
古
代

仏

教
制
度

史

の
研
究

』
収

録

〈
法
蔵
館

、

一
九

九

一
年

〉
)
、
同

「
奈

良

時

代

の
得

度

制

度

」

(
『
論

集

日

本

仏

教

史

』

2
所
収

、

雄
山

閣

出

版
、

の

ち
前

掲

著
書

収

録
)
、
吉

田

靖

雄

『
日

本

古

代

の
菩

薩

と

民

衆

』

(吉

川

弘

文

館
、

一
九

八

八

年

)
等

が
研

究
史

と

し

て
挙
げ

ら

れ

る
。

(27
)
日
本
後

紀
』

延
暦

二

三
年

(
八
〇

四
)

六
月

壬
子

(九

日
)
条

に

は

「
從

五
位

下
藤

原
朝

臣
貞

嗣

爲

二
左

少

辨

一」

と

あ

る
。

ま

た
、

『
公
卿
補

任
』

弘
仁

十
年

己
亥

条
参

照
。

(
28
)

『
高

野
大

師
御

広

伝
』

上
巻

に

「
大

同

三
年

六
月

十

九

日
。

給

太

政
官
符

僻

」
と

し

て
以
下

の
よ
う

に
あ

る
。

應
免

課
役

度
者

一
人

留
學
僧
空
海

欝
髭

方
田
郷
戸
主
堊
ハ位
上
佐
伯
直
道
長
戸
昌

姓
眞
馬

右
得
治
部
省
解
僞
。
被
太
政
官
去
延
暦
廿
四
年
九
月
十

一
日
符
俗
。

去
廿
三
年
出
家
入
唐
。
宜
依
得
度
之
者
。
仍
今
年
夏
季
。
應
免
課

役
申
送
者
。
省
宜
承
知
。
符
到
奉
行
。

一

=
二

丶



=

四

(
29
)円
珍
に
関
し
て
は
佐
伯
有
清

『智
証
大
師
伝
の
研
究
』
(吉
川
弘

文
館
、

一
九
八
九
年
)
参
照
。

(
°

)

(
　M

)

(
32

)

(
mm

)

(
34

)

(
35

)

五
来

重

『
増
補

三
咼
野
聖

』

(角

川
書

店

、

一
九
七

五
年

)
。

上
山

春
平

『空

海
』

(朝

日
新

聞
社

、

一
九

八

一
年

)
。

前
掲

註

(
8
)
。

前
掲

註

(9
)
。

『大

日
本
古

文
書

』

家

わ
け
第

七

「
金
剛

寺
文

書
」
。

堀
池

前
掲

註

(24
)
論

文
。

(36
)

川

崎
庸

之

「
空
海

の
思

想

と
生

涯

」

(
『
〈
日
本

思

想

大

系

5
>

空

海
』

所
収

、

一
九

七
五
年

、

の
ち
同

著
作

集

『
日
本
仏

教

の
展

開

』
収

録

〈
東
京

大
学

出
版

会
、

一
九

八

二
年
〉
)
。

(37
)

『類

聚

三
代

格
』

所
収

の

「
貞

観

七
年

三
月

廿

五

日
付

太

政

官

符

」

に
同
様

の
こ
と

が

み
え
る
。

(38
)

佐

伯
有
清

「空

海

の
入
唐

留
学

僧
選

任

を
め
ぐ

っ
て
」

(
『密

教

文

化

』
第

一
九

九

・
二
〇
〇

号
、

一
九

九

八
年
)

(39
)

渡

辺

・
宮

坂
前

掲

註

(
15
)
書
。


